
無
防
備
な

無
防
備
な  
心
に
火
災
が

心
に
火
災
が  

か
く
れ
ん
ぼ

か
く
れ
ん
ぼ

３
月
１
日
（
火
）
〜
７
日
（
月
）
は

平
成
28
年
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で
す

問
合
せ　

児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防
課 

☎
０
４
９
５
（
２
４
）
８
３
９
２

　

空
気
が
乾
燥
し
火
災
が
発
生
し
や
す
い

時
季
に
、
火
災
予
防
思
想
の
一
層
の
普
及

を
図
る
と
と
も
に
、
火
災
の
発
生
を
防
止

し
、
高
齢
者
等
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発

生
を
減
少
さ
せ
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ

と
を
目
的
に
し
て
、
児
玉
郡
市
広
域
消
防

本
部
で
は
、
平
成
28
年
春
季
全
国
火
災
予

防
運
動
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

 

重　

点　

目　

標 

⑴
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

⑵ 

放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防
止
対
策

の
推
進

⑶ 

特
定
防
火
対
象
物
等
に
お
け
る
防
火
安

全
対
策
の
徹
底

⑷ 

製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け
た
取
組

の
推
進

⑸
林
野
火
災
予
防
対
策
の
推
進

住
宅
防
火 

い
の
ち
を
守
る

 
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策

 

３
つ
の
習
慣 

○ 

寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○ 

ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

○ 

ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

 

４
つ
の
対
策 

○ 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○ 

寝
具
、衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災

を
防
ぐ
た
め
に
、防
炎
品
を
使
用
す
る
。

○ 

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

○ 

お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く

る
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し
た

か
？

　

火
災
か
ら
大
切
な
生
命
と
財
産
を
守
る

た
め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。
設
置
が
必
要
と
な
る
の
は
寝
室

で
す
。
ま
た
、
寝
室
が
２
階
な
ど
に
あ
る

場
合
は
階
段
に
も
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
や
家
電
取
扱
店
、
防
災
設
備
の
取
扱

店
等
で
購
入
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
消
防

本
部
又
は
お
近
く
の
消
防
署
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

問合せ：防災環境課
　　　　☎ 0495-77-2124

　

軽
自
動
車
税
は
、

毎
年
４
月
１
日
（
賦

課
期
日
）
現
在
で
バ

イ
ク
、
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
等

を
所
有
し
て
い
る
方

に
納
め
て
い
た
だ
く

税
金
（
年
税
）で
す
。

　

年
の
途
中
で
登
録

し
た
場
合
の
月
割
の

課
税
、
廃
車
し
た
場
合
の
月
割
の
還
付
は

あ
り
ま
せ
ん
。

☆
登
録
・
廃
車
・
名
義
変
更

　

登
録
、
廃
車
、
名
義
変
更
（
譲
渡
）、

買
い
替
え
（
車
台
変
更
）
や
住
所
変
更
な

ど
は
、
下
の
表
の
場
所
で
速
や
か
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
車
両

を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
課

税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
６

【
税
務
課
か
ら
お
知
ら
せ
】

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
等
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

種　　　類 取　扱　窓　口

原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車（農耕車等）

神川町役場税務課　　　　☎0495-77-2116

神泉総合支所地域総務課　☎0274-52-3271

二輪の軽自動車
（126㏄～ 250㏄以下）
または二輪の小型自動車
（251㏄以上）

関東運輸局埼玉運輸支局　熊谷自動車検査登録事務所
熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4
　　　　　　　　　　　　☎050-5540-2027

三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所
熊谷市新堀字北原960-2　☎050-3816-3112

第
３
号
被
保
険
者
の

届
出
を
忘
れ
ず
に
！

第
３
号
被
保
険
者
っ
て
ど
ん
な
人
？

　

第
２
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
や

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
会
社
員
・
公

務
員
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
で
収
入
が
１
３
０
万
円
未
満
の
配

偶
者
は
、
第
３
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民

年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加
入
の
手
続
き
は
…

　

第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由
し

て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
は
、
第
２
号

被
保
険
者
の
加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
が

負
担
し
ま
す
の
で
、
ご
自
身
で
の
納
付
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

基
礎
年
金
番
号
は
大
切
に

　

基
礎
年
金
番
号
は
、
公
的
年
金
に
初
め

て
加
入
し
た
時
に
番
号
が
決
ま
り
、
年
金

手
帳
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
加
入
す
る
年
金
制
度
が
変

わ
っ
て
も
、
基
礎
年
金
番
号
は
加
入
歴
な

ど
を
記
録
し
、
あ
な
た
の
年
金
を
守
る
生

涯
変
わ
る
こ
と
の
な
い
大
切
な
「
１
人
１

番
号
」
と
な
り
ま
す
。
年
金
手
帳
は
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

基
礎
年
金
番
号
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
別

の
番
号
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

熊
谷
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
８
（
５
２
２
）
５
０
１
２

保
険
健
康
課　
　
　

　

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
３

地
域
総
務
課　
　

　

☎
０
２
７
４
（
５
２
）
３
２
７
１ 

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

■ 収入が増えたり、離婚して
被扶養配偶者でなくなった
時
■ 配偶者が会社等を退職した
時
■ 厚生年金等に加入中の配偶
者が65歳になった時

⇒ 第１号被保険者になります
　市区町村へ届出を

■会社員等になった時
⇒第２号被保険者になります
　ご自身の勤務先へ届出を

こんなときには届出を！

■ 配偶者が別の会社等に就職
した時
⇒第３号被保険者になります
　配偶者の勤務先へ届出を

82016.３.１9 広報かみかわ３月号


